
令和 8 年 4 月 24 日 

認定こども園青葉幼稚園 

令和 8 年 4 月 1 日より、こども誰でも通園制度の受け入れを開始し、また、稲城市より委託

を受け、稲城市子育て相談機関を開所しました。 

地域の子育て支援の新しい取り組みです。ご近所でも該当する方がいらしゃれば是非お知らせ

いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

【 乳幼児等通所支援事業（こども誰でも通園制度）】 

保育所等に通っていない未就園児が、時間単位で園を利用できる制度です。 

【対象】 満 2 歳の誕生日の翌日 ～ 満 3 歳の誕生日の前々日まで 

【利用時間】平日 9:00～14:00（1 時間単位） 

【利用上限】1 人あたり 月 10 時間まで 

【実施しない期間】長期休業中（夏休み・冬休み・春休み）は実施なし 

【実施場所】 青葉幼稚園及び青葉幼稚園さくらんぼ・いちご（園から徒歩 5 分） 

※さくらんぼ・いちごでは毎週木曜日 10:00～12:00 のみ（長期休業中は実施なし） 

※市内、市外問わず対象年齢であれば利用可能です。利用希望の場合はお住いの自治体への利

用申請が必要です。 

※参考    https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen （こども家庭庁） 

    https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1010153/1013688.html 

（稲城市）                         

こども誰でも通園制度・稲城市子育て相談機関 

新事業を開始しました 

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1010153/1013688.html


【稲城市 地域子育て相談機関（矢野口・押立地域）】 

青葉幼稚園は、稲城市の委託を受け、地域子育て相談機関として子育て家庭の相談支援を行い

ます。 

【開所日時】 毎週 月・火・木 13:00～16:00 

【実施場所】 青葉幼稚園さくらんぼ・いちご（園から徒歩 5 分） 

【対象者】稲城市にお住まいで未就学児のいる保護者（矢野口・押立以外の方も利用可能） 

【主な内容】・子育てに関する相談対応 

      ・必要に応じた関係機関への紹介 

      ・地域の子育て家庭への支援 

【担当者】 青葉幼稚園の保育士で子育て中の職員がお話しをお聞きします。 

【ご予約電話番号】070-5687-1721 

 ※予約のお電話も開所時間中におかけください。 

 ※稲城市外の方は幼稚園で子育て相談に対応しますので、園までご連絡ください。 

食事をあまり 

食べてくれない 

お友達とうまく 

関われない 

小学校に向けて 

心配ごとがある 

小さなことでもお気軽にどうぞ！ 


